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（参考ホームページ）
エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）（(公社)日本産婦人科医会）
https://mcmc.jaog.or.jp/pages/epds

　出産という大きな経験をし、小さな命を守ろうとがんばる日々が

続き、ママはご自分が思っている以上に疲れているかもしれません。

　こころが元気になれない、笑えない、涙が出る、つらい、眠れない。

もしかしたら「産後うつ」なのかもしれません。産後うつは、産後のマ

マなら誰でもかかる可能性のある身近な病気です。あなただけでは

ありません。

　病院に行く前に自分でチェックしてみたいと思われた方は、多くの

医療機関などで使われている「エジンバラ産後うつ病自己評価票」

（EPDS）を試してみてください。もし、9点以上の点数となった場合

は、ためらわずに出産した産婦人科やお近くの心療内科、精神科に

相談してみてください。

もし気持ちがつらくなったなら

がんばっているママへ
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困ったときの相談窓口

　各市町村が設置するセンターで、妊娠・出産・子育て（こどもの発達含む）に
ついての相談ができます。困ったことがあれば、担当の保健師や助産師等
が電話や家庭訪問などで相談に対応しますので、お気軽にご相談ください。

○ 市町村こども家庭センター

　県の各保健福祉（環境）事務所で、保健師等が女性の心や体の健康・相談をお受けして
います。

○ 県保健福祉（環境）事務所

妊娠・出産・育児についての相談

　ＳＯＳ電話相談では、赤ちゃん・子育てに関するお悩み
や不安についての相談をお受けしています。

○ ＳＯＳ電話相談

こどもの急な病気などについての相談

［受付時間］　９：００～１７：３０（月～土）

［電話番号］　０９２－４０６－５１１８
※8/13～8/15、12/29~1/3はお休みです。

　こどもの急な病気、ケガに関する相談について、
経験豊富な看護師、または必要に応じて小児科医が
症状に応じた適切な助言を行います。

○ 福岡県小児救急医療電話相談（♯８０００）

［受付時間］　平　日　：　１９時～翌朝７時
　　　　　　土　曜　：　１２時～翌朝７時
　　　　　　日祝日　：　　７時～翌朝７時
［電話番号］　♯８０００　または　
　　　　　　０９２－７３１－４１１９（ＩＰ電話などの場合）

※医療機関案内はできません。

　男性の心理士が父親の子育てに関する悩みや不安
などの相談に応じます。

○ パパのための子育て相談ダイヤル

［受付時間］　１８：００～２１：００（月）

［電話番号］　０９２－４０６－５１１８
※8/13～8/15、12/29~1/3はお休みです。

　症状に応じた医療機関を２４時間体制で紹介します。
また、看護師が救急車の利用などについてアドバイス
する「救急相談」も行っています。

○ 福岡県救急医療電話相談（♯７１１９）

［受付時間］　２４時間（３６５日）
［電話番号］　♯７１１９　または　
　　　　　　０９２－４７１－００９９（ＩＰ電話などの場合）
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不安だらけかもしれないけれど、助けてくれる訪問看護や先輩方がいますよ。困ったらすぐに声
）母　歳5　ｇ773　ｗ52　児アケ的療医の養栄管経鼻経（。ねてし出に

日常的に医療的なケアを必要とするお子さんとご家族が、地域、ご自宅で安心して

生活できるよう様々な相談をお受けする窓口です。

お悩みやご不安などをお聞きするとともに、ご相談の内容に応じて医療・保健・福

祉・教育・労働等の関係機関と連携した支援を行っています。

お気軽にご相談ください。

所在地：糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目２－１

電話番号：

FAX：

医療的ケア児についての相談・支援
○ 福岡県医療的ケア児支援センター

〈医療的ケア児支援センター〉

〈医療的ケア児等支援情報サイト〉

死産・新生児死等で大切なお子さまを亡くされた方へ

お子さまを亡くされた後の悲しみは深く、どんなに大きいことでしょう。
周囲の人々に話すこともためらわれ、悲しみが周囲から理解されず、孤独感を感じては
おられませんか。また、自分のせいではないかと、自分を責めてはいませんか。
ご自分を責め、つらい日々が続くと、こころと体に様々な変化が現れることがあります。
「つらいなぁ」と感じたとき、そのお気持ちをひとりで抱え込まないでください。
福岡県のホームページでは、県内の相談窓口や自助グループ
を紹介しています。
あなたのタイミングで、どうぞご活用ください。

相談窓口は
こちらより

医療費についての相談

未熟児養育医療

制度名称 制度の内容 相談先

市町村出生体重2,000ｇ以下など、医師が入
院して養育することが必要であると認
めた未熟児に対し、医療費を給付する
制度です。

子ども医療費助成制度 市町村子ども等の医療費を公費で負担する制
度です。市町村によって対象年齢など異
なりますので、詳しくは、市町村窓口にお
尋ねください。

小児慢性特定疾病
医療費助成制度

慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、内分泌疾
患、血友病等の小児慢性特定疾病にか
かっている児童等の医療費の自己負担
分の一部を助成します。

県保健福祉(環
境)事務所
（※福岡市、北九州
市、久留米市にお住
まいの方は各市に
お尋ねください）

自立支援医療
（育成医療）

市町村満１８歳未満で身体に障害がある児童
や、将来、障害をもつおそれのある児童
が手術などによって、その障害の改善が
見込まれる場合、その医療費を助成する
制度です。
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助産師等の専門職により、心身のケアや育児のサポート等、産後も安心
して子育てができるよう支援するものです。

産後ケア

●対象者
産後１年以内のお母さんとあかちゃんです。早く生まれたあかちゃんの
サービス利用対象期間は修正月齢を参考にします。

●利用できるサービス
・宿泊（ショートステイ）型

病院や助産所等の施設に宿泊し、休養の機会など心身のケアや育児サポー
ト等の支援を受けられます。

・通所（デイサービス）型

病院や助産所等に通所して、個別又は集団で心身のケアや育児サポート等
の支援を受けられます。

・居宅訪問（アウトリーチ）型

助産師や保健師等がご自宅に訪問し、個別に心身のケアや育児サポート等
の支援を受けられます。

    

●支援の内容
・お母さん、あかちゃんに対する保健指導や授乳指導
・お母さんに対する療養上のお世話　　　　　　　　など

※各市町村においてサービスの内容や施設に応じた利用料が定め
られています。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

CHECK！

利用できるサービスのご紹介
　福岡県では、医療的なケアが必要なお子さんとご家族等が安心して生活できるよう、各
種レスパイト事業を実施しています。詳しくは二次元コードからご確認ください。

＜在宅療養児一時受入支援事業＞
　医療的ケアが必要なお子さんの定期的医学管理やご家族の休養等のため、医療機関
で医療的ケア児を一時的に預かり、ご家族の負担軽減を図るものです。
　●対象者
　在宅等に移行した、NICUやGCUに長期入院していた又は同等の病状
を有する気管切開以上の呼吸管理を必要とする小児（原則18歳未満）。

＜福岡県小児慢性特性疾病児童等レスパイト支援事業＞
　介護者の休息等の理由により在宅で人工呼吸器を使用するお子さん等が介護等を受
けることが困難になった場合に、医療機関に一時入院することで介護者の負担軽減を図
るものです。
　●対象者
　小児慢性特定疾病児童等のうち、人工呼吸器装着または重症患者認
定を受けている者（重症認定患者については詳細条件有）。

＜自宅等でのレスパイト事業（市町村実施事業）＞
　医療的ケア児・者のご家族への、看護師派遣によるレスパイトを行う市町
村に対して、県がその費用の一部を助成します。
　●対象者
　医療的ケア児・者（詳細はお住まいの市町村にご確認ください。）

＜医療型短期入所（障がい福祉サービス）＞
　在宅の医療的ケア児・者等の看護や介護を行うご家族が、休息、行事への参加などの
理由で介護ができない場合に、施設等で一時的に介護支援等を行うサービスです。
　●対象者
　市町村の障がい福祉サービスの支給決定を受け、医療的ケアスコアが
一定以上（児童は16点以上）の方や、重症心身障がい児・者等の方。

医療的ケア児のレスパイト事業について
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（メール）kangaroo2007oyako
　　　　　　　　　　@gmail.com

福岡市立こども病院〈ひまわりグループ〉
［活動内容］
こどもの健やかな発達を促したり、ご家庭で出来るような遊びを紹介し
たり、お父様、お母様の心配事や普段感じていることを話し合ったりして
います。お子さんと一緒にお気軽にご参加ください。

（代表者名）新生児科 医師 野口
（TEL）092-682-7000（病院代表）
（住所）福岡市東区香椎照葉5丁目1番1号
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23週での突然の出産。小さ過ぎる我が子に不安を抱きながらも、父親になったという喜びもあり
ました。（父）　　
母子手帳の「いいえ」に◯をして健診に行くのが辛かったけど、我が子のペースで成長し、今は元

）歳7　g675　ｄ1ｗ32（　）母（。すまいてし校登に校学くし楽に気

あかちゃんとご家族のための非常用物品
　災害はいつ起きるかわかりません。いざという時慌てないように、使い慣
れたものをすぐ持ち出せるようにしておきましょう。

※食料や飲料は１人３日分以上、できれば１週間分を備蓄しましょう。
※リュックサック等に入れて、避難の際、持ち出しやすい場所においておきましょう。

あ
か
ち
ゃ
ん
に
必
要
な
物
品

生
活
用
品
等

そ
の
他

非常用物品 メモ欄

□母子健康手帳 □乳幼児医療受給者証
□清浄綿 □あかちゃんの生活用品
□粉ミルク □ミルク用飲料水
□哺乳瓶 □離乳食
□おやつ □スプーン
□抱っこひも □大判スカーフ
□紙おむつ □おしりふき
□おもちゃ □子ども用の薬
□ふくおか小さなあかちゃん親子手帳　　　など

□現金（公衆電話のための小銭も含める）
□預金通帳 □印鑑 □健康保険証
□非常食 □飲料水 □常備薬
□お薬手帳 □絆創膏
□ヘルメット、ホイッスル　 □携帯トイレ
□懐中電灯 □乾電池 □ウェットティッシュ
□筆記用具 □ビニール袋（大・中・小）
□ラップ □雨具、軍手
□マスク、タオル □ラジオ
□携帯電話、充電器 □ナイフ
□体を保温するもの（おくるみ、カイロ等）

福岡県福祉労働部子育て支援課母子保健係

しずおかリトルベビーハンドブック（静岡県）
のびのび～ NICU 入院児支援手帳（東京都）
みやぎリトルベビーハンドブック（宮城県）

ふくおか小さなあかちゃん親子手帳に関するアンケート

今後この手帳をより良いものにしていくために、
アンケートを実施していますので、手帳をご覧になられて
のご感想をお聞かせ下さい
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